
フロン排出抑制法関係電子申請について
○電子申請の対象は以下の4手続きです。

・「第一種フロン類充填回収業者登録申請書（新規登録・更新登録）」
・「第一種フロン類充填回収業者変更届出書」
・「第一種フロン類充填回収業者廃業等届出書」
・「第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書」

○上記の電子申請では、一部フォーム入力による提出も選択できますが、主にＷｏｒｄやＥｘｃｅｌ
  等様式の添付による提出としています。

〇業者登録申請手続きでは、申請手数料として5,250円の納付が必要です。

〇電子申請では、クレジットカード、ペイジー又はPayPayにより納付することが可能です。

※書面での提出も従来どおり可能です。管轄の保健所(部)または大分県循環社会推進課に
  提出してください。

（１）フロン報告事項の入力内容に関すること

（２）電子申請の操作、利用者登録等に関すること
大分県電子申請ヘルプデスク 電 話：097-506-2457

循環社会推進課：097-506-3126
国東保健部 ：0978-72-1127
由布保健部 ：097-582-0660
豊肥保健所 ：0974-22-0162
北部保健所 ：0979-22-2210

○問い合わせ先
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東部保健所 ：0977-67-2511
中部保健所 ：0972-62-9171
南部保健所 ：0972-22-0562
西部保健所 ：0973-23-3133
豊後高田保健部：0978-22-3165

＜フロン排出抑制法関係
電子申請について＞



申請にあたっては、事前にアカウントを作成する
必要があります。

○アカウント作成については、以下のHPを参考に
してください。

https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
denshishinsei-faq0002184756.html

○ログイン方法については、以下のHPを参考に
してください。

https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
denshishinsei-faq0002184759.html

申請入力の前に・・・
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・どちらかに必ずチェックをする

・個人にチェックすると下記項目等が表示される【必須入力】
申請者の氏名を入力し、次に進みます
（メールアドレスは自動で入力されます）

・法人にチェックすると下記項目が表示される【必須入力】
法人名称を入力し、次に進みます
（メールアドレスは自動で入力されます）

【共通事項】

 がある場合は、必ずチェックまたは、必要事項を入力してください。

項目の入力について①

■ 以降では、電子申請で行う際の入力の流れを紹介します。

必須

必須

・必要事項を選択し、「一時保存して、次に進む」をクリック
・入力漏れがある場合は、エラーが表示されます
（以下、同様）
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項目の入力について②

入力し終えたらクリック

・主たる事業所の所在地を選択してください
なお、大分県内に事業所等がある場合は、該当する
市町村を選択してください

・事業所所在地を選択すると、申請先が表示されるので、間違いがないか
確認してください

・表示された申請先とページ上部【〇〇〇】が一致していればそのまま
次に進んでください

・異なる場合は、申請先が間違っていますので、ホームページに戻り
正しい申請先を選択してください

必須
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一致していれば正しい申請先です



項目の入力について③、④

・各種入力項目に、必要事項を入力して、次に進んでください

必須
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項目の入力について⑤

・「新規登録」、「登録更新」、
「新規登録（登録有効期限切れ）」のいずれか該当する
項目を選択してください

・登録更新及び新規登録（登録有効期限切れ）を選択の場合は、
登録番号、登録有効期限の入力が必要です

必要項目を入力したら、次に進んでください

必須
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項目の入力について⑥（申請様式・添付書類）

入力し終えたらクリック

・各種必要事項を入力した様式や添付資料を
該当する添付フォームに添付してください
・法人による申請では「履歴事項全部証明書」、
個人による申請では「住民票の写し」の郵送提出が必要です
※法人で会社法人等番号を入力した場合、履歴事項全部証明書の郵
送提出を省略することができます。

必須
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項目の入力について⑦（申請手数料の確認）
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・登録申請手数料として、5,250円の納付が必要です

・内容をご確認したのち、クリックでチェックして次に
進んでください

・電子申請時の申請手数料は、クレジットカード、ペイジー又は
PayPayによる納付のみ可能です

・申請手数料の納付は申請内容に不備が無いことを確認した
後に、支払い依頼メールをシステムより送付します

必須

登録申請手数料として5,250円発生します。

請求受領後に登録申請手数料5,250円を支払います。



項目の入力について⑧（本人確認書類の提出確認）

•最後に本人確認書類の郵送提出先情報等が

表示されますので、ご確認いただき、チェックして
次に進むと、申請内容の確認画面が表示されます。
不備等が無ければ申請してください

・申請内容の審査は、申請先に本人確認書類が到達
した時点からとなりますので、電子申請後、速やかに
郵送してください

法人申請：履歴事項全部証明書の原本
個人申請：住民票の写しの原本
※いずれも3か月以内の日付であるもの
※法人で会社法人等番号を入力した場合、履歴事項
全部証明書の郵送提出を省略することができます。

必須
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郵送提出の場合の表示

法人が会社法人等番号を入力した場合の表示



申請受付完了
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・申請後は、登録したメールアドレス宛に以下のような受付お知らせメールが送信されます

申請内容は、当該URLのリンク先から確認できます



申請手数料の支払いについて①（支払い依頼）
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・申請内容や添付書類等に不備がない場合、申請手数料の支払い依頼を行います

・支払い依頼は、以下のようなメールが申請時のメールアドレスに届きます

URLのリンク先にアクセスし、申請手数料をお支払いください

申請番号に間違いがないかご確認ください

5,250円



申請手数料の支払いについて②
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・支払い依頼メール中のURLにアクセスすると、以下のように支払い手続きを進めることができます

・金額を確認のうえ、「支払いに進む」をクリックしてください

クリックすると、支払い手続きに進めます
5,250円



申請手数料の支払いについて③
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・手数料の明細と支払い方法が表示されますので、金額をご確認いただき、クレジットカード、
ペイジー又はPayPayによる支払いのいずれかを選択して下さい

・ペイジーによる支払い方法については、ページ右下の「Pay-easy(ペイジー）とは」をクリックして、
ご確認ください

いずれかを選択してください

ペイジーの詳細は、ここをクリックしてご確認ください

5,250円

5,250円

5,250円

○ PayPay



申請手数料の支払いについて④、⑤（クレジットカードの場合）
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・クレジットカードによるお支払いの場合は、カード情報を登録して、支払い手続きを進めて下さい

・お支払いが完了すると、「支払い一覧」項目の金額横に「支払い済み」と表示されます

支払い完了は「支払い済み」と表示

5,250円

5,250円

5,250円

5,250円



手続き完了
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・県にて申請手数料のお支払いが確認できた後に、申請手続きの完了処理を行います

・申請手続きが完了したときには、申請したメールアドレスに以下のような「申請処理完了」メール
が届きます

・申請処理完了メールが届きましたら、申請者の方々による手続きは完了です
県にて事業者登録関係の事務手続きを行います

・お手元に県からの「第一種フロン類充填回収業者登録通知書」が届きましたら、登録完了です
通知書が届くまでお待ちいただきますようお願いいたします

※注意※ 修正がある場合もメールが届きますので、必要な修正を行い、再度申請してください


	スライド 1: フロン排出抑制法関係電子申請について
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15

